
議案第２７号

杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年４月２１日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例

杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例（昭和５３年杉並区条例第４０

号）の一部を次のように改正する。

別表第１区民集会所の部杉並区立西荻南区民集会所の項中「杉並区西荻南三丁目

５番２３号」を「杉並区西荻北一丁目９番５号」に改める。

別表第３（１）杉並区立西荻南区民集会所の部を次のように改める。

杉並区立 第１集会室 ８００円 ５００円 ５００円 ２００円

西荻南区

民集会所 第２集会室 １，４００円 ９００円 ９００円 ３００円

第１レクリエーショ ２，５００円 １，６００円 １，６００円 ６００円

ン室

第２レクリエーショ ２，５００円 １，６００円 １，６００円 ６００円

ン室

別表第３（１）備考及び付記４を削り、同表（２）備考を削り、同表（２）付記

を次のように改める。

付記 １時間に満たない時間は、これを１時間として表に掲げる利用料金を徴

収する。

附 則

１ この条例は、令和４年７月１日から施行する。ただし、次項及び附則第４項の

規定は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例別表第

３（１）に規定する杉並区立西荻南区民集会所の施設の使用の承認その他のこの

条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用に関し必要な行為は、施

行日前においても行うことができる。

３ 杉並区行政財産使用料条例（昭和５０年杉並区条例第４４号）の一部を次のよ



うに改正する。

附則に次の１項を加える。

５ 別表第２（１１）杉並区立西荻南児童館の項の規定の適用については、当分

の間、同項中「７００円」とあるのは、「３００円」とする。

別表第２（１１）杉並区立下高井戸児童館の項の次に次のように加える。

杉並区立 遊戯 洋室 １０１．９ ７００円

西荻南児 室

童館

別表第２（１１）付記４中「及び杉並区立下高井戸児童館」を「、杉並区立下

高井戸児童館及び杉並区立西荻南児童館」に改める。

４ 前項の規定による改正後の杉並区行政財産使用料条例別表第２（１１）杉並区

立西荻南児童館の項に規定する遊戯室の使用の許可その他の施行日以後の使用に

関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

（提案理由）

西荻南区民集会所の位置を変更する等の必要がある。
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